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奈良県PTA協 議会が加入する保険の概要

加入する保険は
奈良県PTA協 議会が契約者となり、加入PTAが 主催、共催または協力する行事活

動中における会員 (特別会員含む)及 び園児 児童 生徒等の不慮の事故や、主催者側

の落ち度により他人 (会員、会員外を問わず)も しくは他の物に対し、法律上の賠償責

任を負担しなければならない場合を対象とし、

1 行事参加者の不注意による身体傷害…………傷害保険から

2 主催者側の管理責任に起因する身体傷害…… 賠償責任保険と傷害保険から

行事参加者に対し、lli償が行われるようにするものです。

以 ド概要をご説明します。

なお、保険金の支払いについては、当会と保険会社との契約の普通保険約款および特

約条項に基づきます。

◇傷害保険
1 対象となる事故

P T A ttll、共llLまたは協力する行事の参加中に、急激かつlTl然な外来の■故によ

って被った傷害 (医師による治療が必要となり病院または診療所に通い、医師の治

療を受けた場合)

(注)。 日本国内における事故に限ります。

L記の傷害には疾病、心神喪失を含みません。
.地震 ・津波 噴火による傷害は含みません。

3

対象となる行事の範囲

PTAが 主催、共催または協力する行■及び活動で単位PTA年 間行

“

実施予定表に

記入したもの (スポーツ行事、文化活動、本イト活FIJ、研修会、交通指導、懇談会、会議等)

対象者

行丁参力Π中のPTA会 員 (特別会員含む)並 びに同児 児童 ・生徒 ・PTA会 員の

同居の親族 PTA会 員の代理 として行事に参加する者 (ただし当該行事への参加

が事前にPTAよ り認められている場合に限 ります。)

※ 園児 児童 ・生徒 については、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に定

める給付の適用外事例に適用されまう。

支払われる保険金

[死亡 保 険 金]―事故の日から180日以内にその傷害がもとで死亡 したとき

……… 300万円

[後遺障害保険]―事故の日から180日以内にその傷害が もとで後遺傷害が生 じたとき

その程度により (9ページ参照)

…… 9万円～300万円

4
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[医療 保 険金]―医師の治療を受け、完治するまでの間
(A)入 院保険金、入院日数 1日につき…… 4500円(11し事故の日から180日を限度)
(B)手 術保険金 手術の種類に応じて … 入院日額の10倍、20倍、40倍 (但し、

入院保険金が支払われる場合でかつ、

事故の日から180日以内の手術に対して)
(C)通 院保険/■t通 院治療日数1日につき… 3000円(tHし事故の日から180日日まで

を限度とし、支払い日数は通院治療日

数90Hを 限度)
(注1)対 象となる治療日数は(A)(3)(C)通 算して事故の日から180日が限度と

なります。

(‖12)(C)通院保険金は、平常の業務に従事すること、または平常の生活に支

障がない程度に傷害がなおったとき以降の通院に対しては、通院保険

金をお支払いいたしません。

5 対象とならない主な事故

●保険契約者、被保険者または保険金を受けllXるべき者の故意
(a被保1資者の自殺 ・犯罪またはFIJ争行為

0自 転車、バイク (原動機付自転車を含む)な どの無資格 ・酒酔、麻薬等の影響 ド
の運転

(1)被保険者の脳疾患、疾病または心村喪失
(|)戦争、外国の武力行使、革命などの事変や暴動

0放 射線照射や放射能汚染
(プ)ピッケル等の金III用具を使川する山岳登はん、ロッククライミング (フリークラ

イミングを含む)、 航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗その

他これらに類する危険な運動

0む ちうち症または腰痛その他の症状で医学的他党所見のないもの …など

◇賠償責任保険
1 対象となる事故

PTAが 主催、共催または協力する行事において、その行事の遂行に起因して生じ

た偶然な事故により、他人 (会員、会員外をF・5わず)の 身体に障害をlJえ、または、

財物を損壊したことにより法律上の損害賠償責任を負lHする事故による損害。

PTAが 第三者から借用したスポーツ用具などの財物 (保管物)を 損丼 紛失また

は盗取されたことにより負lHする損害。
(注)「 法律上Jとは必ずしも裁半Jによる判決を意味しません。

・「遂行に起因した」とは、PTAが 設営した営造物に欠陥があり事故が発生した

とき、またはPTAの 指導者に誤りがあって事故が発生した等の場合で、参加

者(被害者)の個人的な誤りによって発生したものは合みません。
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2

3.

4 保険金額 (支払い限度額)

損害賠償金       : 1名につき5,000万円 1事 故につき2億円

1事故につき5,Kll10万円

1名につき10万円 期間中500万円 (免責5,000円)

5.対 象とならない主な事故

①保険契約者、被保険者の故意による損害

②戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議による損害

③地震、噴火、洪水、津波等の天災による損害

④被保険者と他人の間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約

定によって加重された賠償責任

⑤施設の改築、修理、取壊し等の工事に起因する賠償責任

⑥自動車・車両の所有、使用、管理に起因する賠償責任

⑦被保険者の占有を離れた物や飲食物に起因する賠償責任

①借用した保管物のかし、自然の消耗もしくは性質による破損に対する賠償責任

⑨借用した保管物を返還した日から30日を経過した後に発見された保管物の破損に

対する賠償責任

⑩PTA活 動の終了後に行われたPTA活 動以外の活動によって生じた賠償責任
…など

対象となる行事

傷害保険の対象行事と同じ範囲内

支払われる保険金

[損 害 賠 償 金]―治療費、慰謝料等の示談金

[争 訟 費 用]―訴訟、仲裁、和解などに要した費用

[損害防止軽減費用]―発生した損害の拡大を防止軽減するための費用

[緊急措置費用]一応急手当など緊急措置に要した費用

[求償権保全費用]―他の賠償義務者に対して求償する際に要する費用

[保険会社への協力費用]―保険会社の要請に従い協力するために直接要した費用
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加 入 手 続 き 要 項

安 全 会 費

1 原則として単位PTA全 員加入 (教職員も合む)
2 単位 PTA会 員 1世帯につ き年間200円 (損害保険保険料を含む)

加 入手続き

お申し込みは下記書類に会費 (200円×世帯数)を 添え、所属の郡市PTA安 全会事

務局へご提出下さい。 〈例年5月中旬、締め切り〉

①PTA安 全会加入申込書 (所定の用紙)

②単位PTA年 間行事実施予定表 (所定の用紙)

〔事業の追加等変更のある場合は、直ちに奈良県PTA安 全会事務局へご連絡下さい。〕

(■し、OPTA安 全会カロ入会員名簿 氏名 ・住所が明記された保護者、教職員、特別

会員名簿は、学校保管とし、異動があった場合は、下記書類を作成し、すみやかに記入

または削除等を的確に行うものとする。 (提出は不要)

(注)・ 園児 ・児童 生徒氏名のみの名簿ではなく、必ず保護者の氏名が記載され

ているもの
。兄弟姉妹で重複しないように、 ドの学年を赤線で消して世帯数を明確にし

て下さい。

・脱会の場合、会費は返金できませんのでご了承下さい。

(参考例)

奈良県PTA安 全会会員異動報告

報 告 日 平成 年 月 日

単位P■ 名ヽ

会 長 名 □

●転入(異動年月日)

●会 員 名
(保護者 教凛員)

●住   所

平成 年   月
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事故発生時の必要提出書類とその様式‐

まず事故の報告をお願いします。

行事中の事故が発生し、保険の対象となる可能性がある場合には、事故の日から30日以

内に下記の 「事故通知書」(P14をコピー)を作成し、単位PTAを 通じ、原本を県PTA

協議会事務局に提出して下さい (FAXは不可)。受付後、おケガされた方に直接折り返し

関係書類を送付します。

●A■
'7A●

●● ●●               ・・
喘

・・

齋nttP T AB■会 ●欽口知●

下記の過サ 0■  日債

`麟

が見奎いたしましたので■●いたします
睾
`   

年   ■

O01、■蠍PTA

"腱
饉 キA椰 ●出市0●

』  0引

` 

薇 ●,大会■でヽ

' ',人
,●●●●|ユ●ヽ●I,0`=`● ●●●■■

001ヽ●餃 ,,A●■ ●● 次■

0・ 0'O・ 〇・ ○"

丼彙彙ヽ 凛す0口 O01ヽ 中掟II☆
"

`熟

,■,攣 111「IF"口1■■|″,,■|,「
した藤 目れ 岩尺■をぬ

`tた

。

●
`,,■

,,ネ彙縣葛出市0ロ

*行事及び活動を開催するにあたって、P

を事故通知書と一緒に送付して下さい。

豪■凛,■人●●● ●中

豪■彙P T Attn会 ,菫 ■匈●

T2の■υ ●■ 疇懺●餃が,生いたしましたので■コいたし=す
4n  摯   ,   日

攣劇打☆

` 001■

択PTA

■ 奎 ■ ■良熙お讀●●。

"0●
● 滅 ,,^●●●●, ,''II●●●●●●0た0"ヽ ●●●●●●●

''
001ヽ腱 ,,AO■ ●0 次澤

●●●底な       __

キA朦 ●II市0●42▲た

〇 ・ 〇'O・ 0・ 0

41彙■●は市0● OOlヽ ■崚夕冑鑢

001ヽ摯薇PTA主■の決●会で、ウ| ウヽ綸,たビデオカメ′:慎‐{

綸tマti・だ.

TA会 長または委員長等が発行された案内状
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□傷書保険の場合□

書類提出は、治療完了後もしくは事故の日から180日経過後にお願いします。但し請
求金額が10万円を超える場合や治療期間が3カ月を超える場合は診断書が必要となり

ます。

*保険金請求書、保険支払に必要な医療情報の提供に関わる同意書、診断書は事故通知

書が県PTA協 議会事務局に届き次第、保険会社から直接けがをされたご本人に送付

します。

(1)◎傷書保険金請求書・保険支払に必要な医療情報の提供に関する同意書

請求金額が10万円以内 ・治療期間3カ月以内の場合は、けがをされた本人 (未

成年者の場合は親権者)が 記入し、提出して下さい。

上記金額以内であっても、手術等により診断書の提出をお願いする場合があ

ります。

』
』嵐
‥
こ

［９
，
多

圏

‐顧

―

m・
・・

¨
・・鞠 輛 轟 脚 闇 圏 購 |
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(2)◎医師の診断書

請求金額が10万円を超える場合 治療期間が3カ月を超える場合は、送付し

た診断書を医師に作成してもらって下さい。

A[U彙 腱會tlエ ィィ ューィン
',ア

●ンスカン =ヽ―●中

"'ロ
ロ 入限

第2回 日 入院      年    月    B ～     年    月    B    薔

"    

入

"伸年  月  120453,8,101123,456'10102022223212628"2820∞ 6 計   B

年 月 1204607■,'01)pЮ,4,3"Ю Ю2。222●e:1●:822320∞釧:針__皇
年 月 |123458,Il o  23`t,8,8=m2'22 23 EIお 132,28200031計   B

ぽ劉:曜蝙珊1聯螂纂霧聯催

肋■爛帝の場合■|"会誦Ⅲ 部分断暉

鳳

“

外属の燿8の思●●■の有 無

椰りの■合
“

饉時的費化をご日入くだOtヽ

X II■ 臓

" (C TII■ ■.(

II n l■籠●■ (

その他〈檜壼名及t・tの個果

当摯颯病の治凛日の 1■ |“ ("院 名 | )1泊 籠爛聞 〈    年   月   日～    年   月   8)

蛛1撃理雑蜃冊亭]
他の鬱断●の発行先  績書偏険会社|あしヽおい 共榮 相Cツ ●バン ツiイアイ 東京澪上B働  =ッ セイ同和 日■ 811jl奎

=丼 住蔵 アメリカンホーム エース テユーリ,ヒ その他(               )

上Ю 週り捨断いたします

年   月  日

所 在 地

病 院 名

饉ll氏名

口躇=●

0

304145H )009 50× 1500(TF) FNMOg12220090フ

(3)その他

必要に応じて、取扱保険会社が求める書類 (運転免許証の写し等)を ご提出いた

だく場合があります。
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□賠償責任保険の場合□

被害者からの請求に基づいて、事前に保険会社と打ち合わせ、示談交渉を行っていた

だきます。示談成立後、保険金が支払われます。

(1)◎賠償責任保険金田求書

^― ・̀,′
,′

""ッ ^●
‐́‐●●            ~`

繁111:11:11麟i::111:1:11僣」 li‖ill曇1

(2)欄書を肛明する書類
(事故証明、診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書等、必要に応じて)

～
―

ヽ
`′̀ヽ

‐
`,,●

,,^● Ć‐●●

首

Ｚ

ε

‥

ン
タ
そ

躙
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4.

5.

ｒ
ｕ

2.

ワ
‘

8.

9.

(別紙)後退傷害支払基準一覧

目 の 障 害
(1)両目が失明したとき………………………………………………………………100%
(2)1眼 が失明したとき………………………………………………………………60%
(3)1眼 の嬌正視力が06以下となったとき ………………………………………… 5%
(4)1眼 が視野狭窄となったとき… …… …………………………………………… 5%

耳 の 障 害
(1)両耳の聴力を全く失ったとき ………………………………………………… 80%
(2)1耳 の聴力を全く失ったとき……………………………………………………30%
(3)1耳 の聴力が50cm以上では通常の話声を解せないとき……………………………… 5%

鼻 の 障 害
(1)鼻の機能に著しい障害を残すとき…… …………………………………………20%

咀しゃく、言語の障害
(1)IEしゃくまたは言語の機能を全く廃したとき…………………………………■oo%
(2)咀 しゃくまたは言語の機能に著しく障害を残すとき…………………………… 35%
(3)咀 しゃくまたは言語の機能に障害を残すとき………………………………………… 15%
(4)歯に5本以上の欠損を生じたとき………………………………………………… 5%

外貌 (顔面、頭部、頸部をいう)の 醜状
(1)外貌に著しい醜状を残すとき……………………………………………………… 15%
(2)タト貌に醜状(顔面においては直径2cmの燿痕、長さ3cmの線状痕程度をいう)を残すとき…3%

青柱の障害
(1)脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を残すとき……………………………40%
(2)脊柱に運動障害を残すとき…………………………………………………………30%
(3)脊柱に奇形を残すとき …………………………………………………………… 15%

腕 (手関節より上部をいう)、脚 (足関節より上部をいう)の 障害
(1)1腕 または1脚 を失ったとき………………………………………………………60%
(2)1腕 または1脚の3大関節中の2関節以上の機能を全く廃したとき…… 50%
(3)1腕 または1脚の3大関節中の 1関節の機能を全く廃したとき……………35%
(4)l lluまたは1脚の機能に障害を残すとき…………………………………………5%

手指の障害
(1)1手 の母指を指関節以上で失ったとき………………………………………… 20%
(2)1手 の母指の機能に著しい障害を残すとき………………………………………………15%
(3)母指以外の 1指 を第2指関節以上で失ったとき…………………………………8%
(4)母指以外の 1指の機能に薯しい障害を残すとき……………………………… 5%

足指の障害
(1)1足 の第 1足指の趾関節以 L失ったとき………… …………………………………… 10%
(2)1足 の第 1足指の機能に著しい障害を残すとき………………………… ………8%
(3)第 1足指以外の 1足指を第2趾関節以上を失ったとき…………………………5%
(4)第 1足指以外の 1足指の機能に著しい障害を残すとき…………………………3%

10.そ の他身体の著しい障害により終身常に介護を要するとき…………… ,… 100%
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奈 良 県 PTA安 全・会 規 程

(名  称)

第 1条  本会は、奈良県PTA安 全会(以下 県P安全会)と称する。

(目  的)

第 2条  本会は、奈良県PTA協 議会(以下 県P協)に属し、PTA活 動の円滑な運営を

図るため、PTA活 動中に生じた、傷害、賠償、死亡への給付賠償対策を講ず

ることをもって目的とする。

(構成及び会員)

第3条  本会は、会の趣旨に賛同して入会する単位PTAを もって構成し、会員は本会

を構成する単位PTAの 会員をいう。

(入  会)

第 4条  本会に入会しようとする単位PTAは 、所定の手続きを行い、所定の会費を県

P安全会に納入しなければならない。

2.前 項の入会手続きは、4月 1日 から5月 31日までの間に行い、 6月 1日 に入会

を認める。

(会  費)

第 5条  所定の年会費は、単位PTAの 会員数に、21Xl円を乗じた額とする。

2.納 入された会費は、事情のいかんを問わず返納しない。

(事  業)

第 6条  本会の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)PTA活 動中の安全の普及及び充実に関すること。
(2)PTA活 動中に生じた傷害、死亡等に対する補償に関すること。
(3)PTA活 動に起因して、生じた法律上の損害賠償に関すること。
(4)そ の他、本会の目的達成に必要な事項。

2.本 会が加入する保険では対象とならない、園児 ・児童 ・生徒の祖父母 ・兄弟姉

妹に対し見舞金を給付する。

3.前 項各号の事業の実施運営に関する事項は、必要に応じ別に定めるσ

(理  事)

第 7条  本会に理事を置く。

本会の理事は、県P協理事をもってあてる。

2.理 事の任期は1年 とする。但し、再任は妨げない。

3.理 事は理事会に出席し、事業の実施運営に関する必要事項について審議する。
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(役  員)

第 8条  本会に次の役員を置く。

(1)理 事 長  1名  (県 P協会長をあてる)
(2)副理事長  若干名 (県P協副会長をあてる)
(3)会   計  2名  (県 P協理事をあてる)
(4)書   記  3名  (県 P協理事をあてる)

2.本 会の役員は理事会において選出し、総会の承認を得る。

3.役 員の任期は1年 とする。但し再任は妨げない。

4.本 会の役員の職務は次の通りとする。

(1)理事長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時は、その職務を代行する。
(3)会計は総会が決定した予算に基づき会計を処理し、決算報告を行う。

(会計監事)

第9条  本会に会計監事を置く。

会計監事    3名 (県P協会計監事をあてる)

2.本 会の監事は理事会において選出し、総会の承認を得る。

3.会 計監事の任期は1年 とする。但し再任は妨げない。

(総  会)

第10条 総会は最高議決機関とし、県P協総会をもってあてる。

(理事 会)

第11条 本会に理事会を置く。

2 理事会は総会に次ぐ議決機関で、理事及び役員をもって構成し、議長は構成員
の中から選出する。

3.理 事会は委任状提出者を含む構成員の2分 の 1以上の出席によって成立する。

4.理 事会は、次の事項を議決する。

(1)総会に提出する議案
(2)総 会議決事項の運営方針
(3)そ の他必要な事項
(4)緊急を要する重大な事項が生じた場合は、総会にかわって審議 。決定し、

その後に開かれる総会で報告する。

5.議 決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところ

とする。

(役員 会)

第12条 本会に役員会を置く。

2 役員会は本会の執行機関であり、理事長、副理事長、会計、書記をもって構成

する。
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(会  計)

第13条 本会の事業に要する経費は次のものとする。

(1)会   費

(2)そ の 他

2 本会の会計年度は、毎年 4月 1日 に始まり、翌年 3月 31日に終わる。

3 本会の決算は、会計監事による監査を受け、総会に報告 し、その承認を得なけ

ればならない。

(解  散)

第14条 本会が解散するときは、理事会内に処理委員会を設置 し、協議結果を総会に提

案 し、総会の議決を得て解散する。

(事 務 局)

第15条 本会に会務を処理するため事務局を設け、事務局員を世 く。なお、県P協事務

局員がこれを兼務する。

(保険契約の見直 し)

第16条 本会の加人する保険契約の内容及び契約先については 2年 ごとに見直 しをする。

(規程の改正)

第17条 この規程の改正は、県P協規約に準ずる。

Иナ           員1

(1)奈良県PTA安 全会規約 (昭和52年4月1日施行)制定。
(2)奈良県PTA安 全会規約 (平成14年6月1日施行)改正。
(3)奈良県PTA安 全会規約 (平成15年4月1日施行、平成15年6月1日適用)改正。
(4)奈良県PTA安 全会規約を奈良県PTA安 全会規程として改訂 (平成16年4月 1日

施行、平成16年6月1日適用)改正。
(5)奈良県PTA安 全会規程 (平成20年6月lH適 用)改正。

細則 (見舞金給付事業について)

(見舞金の給付対象)

第 1条  本会は次の者の傷害に対 して見舞金の給付 を行 う。

(1)本 会会員の園児 児童 生徒の祖父母 (lHし、祖父母が保護者である場

合を除 く)

(2)本 会会員の園児 児童 生徒の兄弟姉妹 (但し、同児 児童 ・生徒本人

を除 く)
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(見舞金の給付額)

第2条 本会は次の給付を行う。

(2)後遺障害の場合 最高10万円 (支給率は損害保険会社の普通傷害保険の

支払基準による)

(3)入院の場合   1日 につき4,500円

(4)通院の場合   1日 につき3,000円(但し、事故の日から90日間を限度

とする)

(5)(1)か ら(4)にかかわらず、(1)から(4)の給付金総額は10万円を上限と

する。

(見舞金の給付基準)

第3条 本会は、損害保険会社の普通傷害保険普通保険約款に基づいて給付金の支払い

を役員会で決定する。

(見舞金の支払い方法)

第4条 給付の支払い方法は次のとおりとする。
(1)送料及び診断書は受給者負担とする。

(2)保険会社の支払い基準に基づき、給付金を計算し、指定の回座に振り込む。

(3)総支払い限度額は10万円とし、それを上回るものは削除する。

(4)給付に係る請求期間は、事故発生日から起算して1年間とする。

※備考※

下線部分につきましては、本契約の対象となりますので、本年度 (平成22年度)につ

いては適用されません。

但し、保険契約の見直しにより、下線部分が適用される場合があります。
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事故受付番号

奈良県 PTA協 議会 御中

奈良県PTA協 議会 事故通知書

下記の通 り、傷害 ・賠償事故が発生いた しましたので通知いた します。

平成   年   月   日

単位PTA名

所 在 地

電話 番 号    (  )

報告者氏名

上記の者は、本校 PTA会 員であり、 PTA行 事参加中に生した事故であることを証明します.

学校 PTA会 長

単位 PTA名 行 0名

フリガナ

ケガをされた方の氏名

年齢

才

男 .女

子どもの学級及び組

年 組

該当するところに0印

保護者 ・教職員・子ども

同居の親族.特別会員.その他代理人

住  所  〒

電露番号 〈 )

事 故 自 平成 年 月 曰 時 分 頃

事故発生場所

事故状況その他,考 ■■ (で●るだけ絆しく

届出官公庁 〈警察 消防, その他)

傷害の都位 糧底

治療見込 入院    日間

通院    日間

固定員の種類    ギプス  その他

日間

病 院 名

t  所  〒

■嬌■■ ( )

鰭僕責任 檀 書 =名

く田●儡瞼お支払いのい

氏  名         男 女

才

贈  業 被書キガ枚歓いる場合

合II 名

着債責任 被書物

(感●4瞼 お支払いの場合,

菫檀する保険興的

IR険会社 保険種目 II募番号
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このしおりは、PTA団 体傷害保険、PTA賠 償責任保険の概要についての説明です。

保険に対するお問い合せ、書類の請求などは安全会事務局にご連絡下さい。

奈 良 県 PTA安 全 会
〒639‐2135奈 良県葛城市寺口 奈良県社会教育センター 研修施設内

事務局直通 TEL(0745)69-6950

[引受保険会社]

AIU保険会社 奈良支店

〒6308241奈 良市高天町38-3 近鉄高天ビル4階

TEL 0742-27-1185


